
サービス利用者やその家族等からのハラスメントで
「怖いな」「困ったな」と思ったとき、
まずご相談ください。

福岡県在宅医療・介護職員
カスハラ相談センター

☎ 0120-111-309
平日 ９：00〜19：00（12/29〜1/3除く）
WEBからもご相談いただけます。（24時間毎日受付）
※右のQRコードもしくはURLから相談できます。

URL：https://www.dial-soudan.jp/me/preffukuoka/

相談できる方

相談窓口業務は福岡県（福岡県保健医療介護部高齢者地域
包括ケア推進課／介護人材確保対策室）からの委託を受け
て、ダイヤル・サービス株式会社が実施しています。

家族から無理な
要求をされる

ご相談する際の詳細は
裏面をご参照ください。

～ハラスメント対応に詳しい相談員が応対いたします～

相談はすべて

無料です



次のような行為は「ハラスメント」に該当します。

＜精神的暴力＞
＜身体的暴力＞

＜ｾｸｼｬﾙﾊﾗｽﾒﾝﾄ＞
個人の尊厳や人格を言葉
や態度によって傷つけたり、
おとしめたりする行為。

身体的な力を使って危害を
及ぼす行為。

意に添わない性的誘いかけ、
好意的態度の要求等、性的
ないやがらせ行為。

（例）
・大声を発する、怒鳴る
・特定職員への嫌がらせ

など

（例）
・コップを投げる
・たたく、蹴る、つねる、
ひっかく、唾を吐く

など

（例）
・必要もなく体を触る
・ヌード写真やアダルトビデ
オを見せる

など

「福岡県在宅医療・介護職員カスハラ相談センター」では

 ご相談は匿名でも利用できます。
 プライバシーは厳守します。お聞きした内容を無断で勤務先
や他機関にもらすことはありません。

 必要に応じて、無料の法律相談も可能です。
 些細なことでも相談をお受けします。まずはお電話を！

この相談窓口で受け付けるご相談は、在宅医療・介護現場における利用者やその家族等から
の暴力・ハラスメントが対象です。対象に該当しない行為（上司や同僚からのハラスメント
等）に関する相談や、相談対象ではない方からの相談などはお受けできませんので、「みんな
の人権110番」（☎0570-003-110）など、別の相談窓口をご利用ください。

＜留意事項＞

福岡県 在宅医療・介護 ハラスメント 検索

� ハラスメントに適切に対応することは、
利用者に対する円滑で継続的なサービス提供にもつながります


